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土
木
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
協
働
の
力
で
快
適
な
冬
道
を
！

　

市
で
は
、
市
民
・
除
雪
業
者
と
の
協
働

に
よ
る
除
雪
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
協
力
で
き
る
こ
と
を
お

願
い
し
ま
す
。
共
に
力
を
合
わ
せ
て
、
快

適
な
冬
道
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
！

市
民
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

◀

道
路
へ
の
雪
出
し
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

◀

路
上
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

◀

屋
根
の
雪
が
道
路
に
落
ち
な
い
よ
う
、

　

対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

◀

除
雪
後
の
間
口
寄
せ
雪
の
片
付
け
は

　

各
家
庭
で
行
い
ま
し
ょ
う
。

◀

除
雪
作
業
中
の
車
輌

　

に
は
絶
対
近
寄
ら
な

　

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

　

う
。

■
ま
ご
こ
ろ
除
雪
事
業

　

市
で
は
、
除
雪
が
困
難
な
世
帯
に
対

し
、
除
雪
を
支
援
し
ま
す
。

対
象　

高
齢
者
、
身
体
障
害
者
お
よ
び
児

　

童
の
み
で
構
成
さ
れ
、
自
ら
の
家
の
敷

　

地
を
自
ら
が
除
雪
す
る
こ
と
が
困
難
な

　

非
課
税
世
帯

実
施
内
容　

間
口
か
ら
玄
関
先
ま
で
の
簡

　

易
な
除
雪

申
し
込
み
方
法　

申
し
込
み
先
に
備
え
付

　

け
の
利
用
申
請
書
に
記
入
の
上
、
提
出

　

し
て
く
だ
さ
い
。
昨
年
度
対
象
と
な
っ

　

た
人
へ
は
利
用
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

申
し
込
み
先　

土
木
課
、
高
齢
介
護
課
、

　

十
和
田
湖
支
所
、
㈳
十
和
田
市
社
会
福

　

祉
協
議
会

問
土
木
課
維
持
係
☎
51
６
７
３
０

宝
く
じ
助
成
金
で
多
文
化
共
生
事
業
に
取

り
組
み
ま
し
た

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
プ
ロ
・
ワ
ー
ク
ス
十
和
田

が
、
宝
く
じ
の
受
託
事
業
収
入
を
財
源
と

し
て
実
施
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成

事
業
を
活
用
し
、
ベ
ト
ナ
ム
国
幼
児
教
育

リ
ー
ダ
ー
４
人
を
招
き
、
市
内
保
育
園
の

視
察
や
地
域
住
民
と
の
情
報
交
換
な
ど
を

通
じ
て
、
互
い
の
文
化
を
共
有
す
る
こ
と

で
、
国
際
意
識
の
高
揚
を

図
る
事
業
を
実
施
し
ま
し
た
。

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課

　

☎
51
６
７
２
５

11
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
期
間
で
す 

　

労
働
者
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
る
事
業

所
は
労
働
保
険
に
加
入
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
（
農
林
水
産
業
の
一
部
を
除
く
）。

　

労
働
保
険
の
成
立
手
続
き
が
お
済
み
で

な
い
事
業
主
は
、
速
や
か
に
加
入
手
続
き

を
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
労
働
保
険
と
は
労
災
保
険
と
雇
用
保
険

　

を
総
称
し
た
名
称
で
す
。

問
三
沢
公
共
職
業
安
定
所
十
和
田
出
張
所

　

☎
㉓
５
３
６
１

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
・
年
末
調
整
関
係

事
務
説
明
会 

と
き　

11
月
17
日
㈮

◀

午
前
10
時
30
分
〜
（
１
時
間
程
度
）　

　

消
費
税
軽
減
税
率
制
度

◀

午
後
２
時
〜
（
１
時
間
30
分
程
度
）　

　

年
末
調
整
関
係
事
務

と
こ
ろ　

市
民
文
化
セ
ン
タ
ー

※
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

問
十
和
田
税
務
署
☎
㉓
３
１
５
１

対象地区 回収日程
一本木沢、一本木沢一・二丁目、ひがしの一・二丁目、元
町西一～六丁目、元町東一～五丁目、上平、下平（稲生団
地除く）、北平、千歳森、七郷、南平、長根尻、後野、井戸頭、
北斗、藤高

11月６日㈪
〜
８日㈬

稲生町、東一～三番町、東十一～十三番町、東二十一～
二十四番町、西一～三番町、西十一～十三番町、西二十一
～二十三番町、里ノ沢、牛泊、しらかば団地、八郷、本金崎、
西金崎、稲生団地

11月13日㈪
〜

16日㈭

穂並町、東四～六番町、東十四～十六番町、西四～六番町、
西十四～十六番町、並木西、西小稲、日の出町、朝日ヶ丘、
一本木、白上中通り、小林

11月20日㈪
〜

22日㈬

秋期側溝清掃　土砂・汚泥回収 問まちづくり支援課☎51 6726

※側溝から回収された土砂は、災害用土のうなどに再利用します。空きカン、
　空きビン、紙、プラスチック類のごみは可能な限り除去し、落葉と土砂はよ
　り分けてください。
※収集車は各通りを一度だけ回収します。泥上げは回収日初日の前日までに終
　わらせてください。
※土砂・汚泥は、ある程度の大きさ（高さ 30 ㎝の円すい型）にまとめて置い
　てください。また、交差点付近には置かないでください。
※土砂・汚泥は草の上に置かず、アスファルトなどの平坦な道路脇の、見えや
　すく分かりやすい場所に置いてください。また、段ボールや肥料袋に入れな
　いでください。
※国道・県道の清掃を実施する町内会は、　国・県に回収を依頼しますので、　
　まちづくり支援課へ事前に連絡してください。
※毎年、回収日の間違いが見られますので、再度日程をご確認ください。


